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01010102

福祉２１茅野外出支援ワーキンググ
ループよる茅野市の外出支援体制の検
証、提言。
重層的支援体制整備事業の実施によ
る全ての世代、全ての住民対象とした
地域の支援体制の構築と身近な地域で
の社会参加の機会・場所の確立。

茅野市高齢者保健福祉計画（一般会計分）

区
分

施策名称 進捗評価
総合評価

改革改善の具体的内容
主な取組内容や成果 課題

1

生活基盤・セー
フティーネット
の整備による
在宅福祉の推
進

おおむね順調

在宅福祉を推進していくための生
活支援等の施策ついては、市民
ニーズや社会情勢の変化に伴い
終了とした事業もある。
外出支援事業、配食サービスにつ
いては、支援が必要な者へのサー
ビス提供体制が確立できている。
生活支援体制整備事業におい
て、地域での見守り体制等の構築
につながった。

外出支援事業の利用が通院・
透析が大半を占める中で、社
会参加支援や生活支援のため
の外出支援の方策。（新公共交
通の利便性の拡大）
生活支援体制整備事業の成果
拡充。（近隣住民や地域資源を
活用した個別支援実績）

進捗
評価

おおむね順調 説明
新型コロナの影響で、活動自粛など停滞した事業があったが、社会活動が再開されて以降は、実績
も回復傾向にあり、分野別計画全体の進捗は概ね順調と判断する。

今後の重点化
施策番号

1

関連市民団体等名称

開催回数

参加延べ人数

関連市民団体等名称

説明
団塊の世代が後期高齢期を迎える2025年以降を見据え、介護や福祉サービスの利用のみに留まら
ない地域の支援体制の構築を進める必要があるため。

後期高齢者医療健康診査の受
診率は伸びているものの、直近
では18.1％と、受診率自体は低
い。(高齢者の多くは、医療機関
に定期受診しており、健診に繋
がらない可能性もある。)

医療機関（主治医）からの勧奨により介
護予防事業の参加につなげることで、
健康増進や介護予防の推進を図る。
(保健事業と介護予防事業の一体的実
施の推進）

3
高齢者の社会
参加と福祉的
予防の推進

おおむね順調

新型コロナウイルス感染症の影響
で事業が縮小された期間があった
が、クラブへの助成、シルバー人
材センターへの助成、いきいき健
幸ルームの各種講座を通じて、高
齢者の社会参加、福祉的予防が
図られている。
高齢者の健康志向の高まりから、
いきいき健幸ルームの稼働は高
い。

新型コロナを経験したこと、社
会情勢や人々の価値観の変化
に伴い、高齢者クラブの役員の
担い手や活動の停滞等の課題
が、今後増えていくことが懸念
される。
一方、人口激減社会に突入し、
現役世代の減少による労働力
不足が顕著となり、高齢者の労
働力の期待も高い。

高齢者福祉センターの機能、役割を見
直し、健康志向の高まりに対応した福
祉的予防施策の拡充と利用者負担の
検討。（介護予防に関する拠点施設とし
ての高齢者福祉センター）
地域の労働市場から求められる労務が
提供できるようシルバー人材センターの
運営指導。

おおむね順調

開催回数

参加延べ人数

関連市民団体等名称

開催回数

主な意見 市の考えや対応など

認知症初期集中支援チームによる支援
により多くつなげていくため、広報の拡
充。
生活支援体制整備事業の成果拡充に
よる、地域包括ケアの実践。

介護や福祉サービスの利用のみ
ならず、地域ケア会議の開催、生
活支援体制整備事業の推進によ
り、介護が必要になってからも地
域で生活できる体制づくりを進め
た。

団塊の世代が後期高齢期とな
る2025年以降を見据え、地域
で認知症高齢者を支える（暮ら
し続ける）ための体制づくりが
急務。

4
利用者本位の
福祉サービス
の取組と支援

おおむね順調

2
健康増進によ
る介護予防の
推進

おおむね順調

新型コロナの影響により、柱として
いる各種事業実績の落ち込みは
あったが、健診受診者の受診勧奨
や、各種介護予防事業の参加者
募集を行い、社会活動が再開され
て以降は、受診率、参加者が増加
しており、概ね順調と判断した。

認知症サポーターの養成やオレンジカ
フェの展開などを企画・推進するため、
事業委託の検討。

新型コロナの影響で、活動自粛期
間はあったが、介護サービス相談
員の活動を通して、介護施設の閉
ざされた環境下での利用者の権
利擁護につなげられている。
成年後見申立に関する支援に併
せ費用を助成することで、実績に
も表れているが、成年後見制度利
用促進が図られている。

団塊の世代が後期高齢期とな
る2025年以降を見据え、地域
で認知症高齢者を支えるため
の普及啓発の拡充が必要。
ＭＣＩの診断を受けた認知症患
者予備軍に対する認知症予防
対策の実施。

5
権利擁護の取
組と支援

参加延べ人数


